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メンタルヘルス対策の取組割合は約6割。―層の取組の促進を展開

～ 明日10月 1日 から「全国労働衛生週間」始まる ～

○ 厚生労働省北海道労働局 (局長 田中 敏章)では、北海道内の事業場におけるメン

タルヘルス対策の取組状況 (8月 末現在把握)をまとめました。

○ 職業生活等に関して強い不安やス トレスを感じる労働者の割合は 6割前後となって

おり (厚生労働省 :労働者健康状況調査)心の健康問題が労働者、その家族、事業場及

び社会に与える影響がますます大きくなっている中で、企業において、メンタルヘル

ス対策に取 り組むことは、労働者とその家族の幸せを確保するとともに、我が国社会

の健全な発展という観点からも、非常に重要な課題となっています。

○ また、平成 27年 12月 から労働者数50人以上の事業場にス トレスチェック制度の実施

が義務付けられ、メンタルヘルス対策の取組を積極的に進める必要があります。

OJヒ海道労働局及び各労働基準監督署 (支署)では、自主点検の実施、各種説明会の

開催、個別事業場に対する指導などにより、メンタルヘルス対策を進めています。

08月 末現在で把握 している事業場におけるメンタルヘルス対策の取組状況は次のと

おりです。

1 労働者数50人以上の事業場及び30人以上49人以下の主要な 4業種 (製造業、建設

業、運輸交通業、社会福祉施設)の事業場において、メンタルヘルス対策で何 らか
の取組を実施している割合は、61.1%と なっています。

2 その内、労働者数50人以上の事業場では80.7%(本年 3月 末時点把握の68.0%か ら

12.7%増加。)、 労働者数30人以上49人以下の主要な 4業種 (製造業、建設業、運輸

交通業、社会福祉施設)の事業場では32.3%と なっています。

○ ゴヒ海道労働局では、今後 とも、局ホームページの活用や各種説明会の機会の周知、

自主点検の実施などにより、メンタルヘルス対策の事業場における取組の促進を図つ

ていくこととしています。



【添付資料】

資料 1 メンタルヘルス対策の推進状況

資料 2 relax職場における心の健康づくり (抜粋 )

資料 3 ス トレスチェック制度 (リ ーフレット)

資料 4 ス トレスチェック助成金ご案内 (リ ーフレット)



1 メンタルヘルス対策の取組の趣旨

職業生活等に関して強い不安やス トレスを感 じる労働者の割合は 6割を超え (厚生労働

省 :労働者健康状況調査 (※ 1))、 心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に

与える影響がますます大きくなつている中で、企業において、メンタルヘルス対策 (※ 2)

に取 り組むことは、労働者とその家族の幸せを確保するとともに、我が国社会の健全な発

展という観点からも、非常に重要な課題となつており、全ての事業場での取組が必要とな

ります。

メンタルヘルス対策の推進状況

※ 1事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及び安全衛生教育の実施状況等の実態

並びにそこで働く労働者の労働災害防止等に対する意識を把握し、今後の労働安全衛生行政を

推進するための基礎資料を得ることを目的として実施する調査。 (平成 24年 12月 実施 )

※ 2メ ンタルヘルス対策とは、事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健

康保持増進のための措置のことで、具体的には、①「安全衛生委員会等におけるメンタルヘル

ス対策の調査審議」、②「事業場におけるメンタルヘルスの実態把握」、③「′きの健康づくり計

画」、④「メンタルヘルス推進担当者の選任」、⑤「メンタルヘルスに関する教育研修の実施」

の5つの取組事項 (一次予防)を行うこととされています。

2 ス トレスチェック制度の実施

平成 26年 6月 25日 に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成 26年

法律第 82号)においては、心理的な負担の程度を把握するための検査 (以下「ス トレス

チェック」という。)及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容としたス トレスチェ

ック制度 (※ 3)が新たに創設され、労働者数 50人以上の事業場では、平成 28年 11月

30日 までに初回のス トレスチェックの実施が義務付けられています。

※ 3労働者のス トレスの程度を把握 し、労働者自身のス トレスヘの気づきを促すとともに、職場

改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによつて、労働者がメンタル不調となるこ

とを未然に防止すること (一次予防)を主な目的とした制度。

3 北海道労働局・労働基準監督署の取組

※ 4自主点検は、

ている。

メンタルヘルス対策の取組項目について取組の有無等を回答する方式で実施 し

北海道労働局においては、メンタルヘルス対策を推進するため、労働者数 50人以上の

事業場を重点とした自主点検 (※ 4)の実施のほか、各種説明会での説明、個別事業場ヘ

の指導などにより幅広 く導入促進を図つています。

平成 28年度は、自主点検について、その対象を労働者数 30人以上 49人以下の主要な

4業種 (製造業、建設業、運輸交通業、社会福祉施設)の事業場に拡大 して 5月 に実施す

るなど、メンタルヘルス対策への取組を促進 しています。

今般、 8月 末現在の、労働者数 50人以上の事業場及び労働者数 30人以上 49人以下の

主要な 4業種の事業場 (8,700事業場)について取 りまとめを行いました。



(1)メ ンタルヘルス対策への何らかの取組の状況

労働者数 50人以上及び労働者数 30人以上 49人以下の主要な 4業種の事業場におい

て、何 らかの取組を実施 している事業場 (※ 5)の割合は 61.1%と なつています。

また、労働者数 50人以上において何 らかの取組を行つている事業場の割合は 80,7%、

労働者数 30人以上 49人以下の 4業種において、何 らかの取組を行つている事業場の割

合は 32.3%と なっています。

※5①「安全衛生委員会等におけるメンタルヘルス対策の調査審議」、②「事業場におけるメン

タルヘルスの実態把握」、③「′いの健康づくり計画」、④「メンタルヘルス推進担当者の選任」、

⑤「メンタルヘルスに関する教育研修の実施」の5つの取組事項のいずれかの取組を行って
いるもの。

50人以上+30人 以上 49人以下 50人以上 30人以上 49人以下

籟あり ■ 未実施・未把握

(2)5つの取組事項の取組状況

5つの取組事項への取組1犬況は以下のとおりです。

安全衛生委員会等におけるメンタルヘ

ルス対策に関する調査審議状況
事業場におけるメンタルヘルスの

醒審議してい

る

■未実施・未

把握

田策定してい

る

壼未実施・未

把握

目把握して

いる

■未実施・

未把握

lいの健康づ<り計画の策定状況
メンタルヘルス推進担当者の選任状況

■選任して

いる

日未実施・

未把握

メンタルヘルスに関する教育研修の実施

■実施してい

る

日未実施・未

把握

実態の把握状況



Rdax職場における心の健康

|1里鷺鯉壼誕11呉

厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メ ンタルヘルス指針、平成 18年 3月

策定)を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進していまつ。

1。 趣旨

本指針は、労働安全衛生法第 70条の 2第 1頂の規定に基づき、同法第 69条第 1頂の措置の適切

かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講するように努めるべき労働者の

心の健康の保持増進のための措置 (以下「メンタルヘルスケア」という。)が適切かつ有効に実施され

るよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めるものです。 【指針 :1】

労働安全衛生法

第 69条 事業者|よ、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な

措置を継続的かつ計画的に講するよう努めなければならない。

2。 メンタ′レヘルスケアの基本的考え方

事業者は、自らが事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、

衛生委員会等において十分調査審議を行い、Dいの健康づくり計画」を策定する必要があります。また、

その実施に当たつては「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われるよう関係者に対する教育研修・

情報提供を行い、「4つのケア」を効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、

休業者の職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする必要があります。

さらに、メンタルヘルスケアを推進するに当たつては、次の事項に留意してください。 【指針 :2】

心の健康問題の特性

心の健康について1ま、その評価は容易ではなく、さ

らに、心の健康FE5題の発生過程には個人差が大きいた

め、そのフロセスの把握が困難です。また、すべての

労働者わヽ 藤の問題を抱える可能性があるにもかかわら

ず、心の健康問題を抱える労働者に対して、健康問題

以外の観点から評価が行われる傾向が強いとしヽう問題

があります。

人事労務管理との関係

労働者の心の健康は、体の健康に比較し、職場配置、

人事異動、職場の組織等の人事労務管理と密接に関係

する要因によつて、より大きな影響を受けます。メン

タルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ、

適切に進まない場合が多くあります。

【指針 :2-③】

労働者の個人情報の保護への配慮

メンタルヘルスケアを進めるに当たつては、健康情報

を含む労働者の個人情報の保護及び労働者の意思の尊

重に留意することが重要です。心の健康に関する情報

の収集及び利用に当たつての、労働者の個人情報の保

護への配慮は、労働者が安心してメンタルヘルスケアに

参カロできること、ひしヽてはメンタルヘルスケアがより

効果的に推進されるための条件です。 1指針 :2-②】

事 項

家庭・個人生活等の職場以外の問題

心の健康問題|よ、職場のストレス要因のみならず家

庭・個人生活等の職場外のストレス要因の影響を受け

ている場合も多くあります。また、個人の要因等も心

の健康問題lt影響を与え、これらは複雑に関係し、相

互に影響し合う場合が多くあります。

【指針:2-④】

・１

・憲

ｏ
　
留

一
２

　

一

樹
　
一



3。 衛生委員会等における調査審議
メンタルヘルスケアの推進に当たつては、事業者が労働者の意見を聴きつつ事業場の実態に即した

取り組みを行うことが必要です。Dいの健康づくり計画」の策定はもとより、その実施体制の整備等の

具体的な実施方法や個人情報の保護に関する規程の策定等に当たつては、衛生委員会等において十分

調査審議を行うことが重要です。 【指針 :3】

衛生委員会の調査審議についての法令上の定め

鵜 姜

第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ことに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べ

させるため、衛生委員会を設けなけねばならない。

一～三 (略)

四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

労働安全衛生規則

第二十二条 (衛生委員会の付議事項)

法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が

含まれるものとする。

一～七 (略)         `
八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。

九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること:

十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立lc関すること。

労働安全衛生法等の一部を改正する法律 (労働安全衛生法関係)等の旅行について (平成18年 2月 24日付け靭

第022ZЮ03号)

衛生委員会の付議事項 (第 22条関係)

第 10号 |よ、精神障害等の労災認定件数が増加しており、事業場において労使が協力してメンタルヘルス対策

を推進する重要性が増していることから、衛生委員会等の付議事項として、第8号とは別に、「労働者の精

神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」を明記したこと。

なお、この樹立に関することに|よ、

①事業場におけるメンタルヘルス対策の実施計画の策定等に関すること

②事業場におけるメンタルヘルス対策の実施体制の整備に関すること

③労働者の精神的健康の状況を事業者が把握したことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われる

ようなことがないようにするための対策に関すること

④労働者の精神的健康の状況に係る健康情報の保護に関すること

⑤事業場におけるメンタルヘルス対策の労働者への周知に関することが含まねること



轟。心の健康づくり計画

メンタルヘルスケアは、中長期的視野に立って、継続的かつ計画的に行われるようにすることが重

要であり、また、その推進に当たっては、事業者が労働者の意見を聞きつつ事業場の実態に則した取

り組みを行うことが必要です。

このため衛生委員会等において十分調査審議を行い、Dいの健康づくり計画」を策定することが必要
です。

心の健康づくり計画に盛り込む事項は、次に掲げるとおりです。

0 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること

② 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること

0 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること

0 メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること

0 労働者の健康情報の保護に関すること

0 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること

0 その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

*メ ンタルヘルスケアの計画及び進め方 (参考例)

【指針 :4】

組織づくりと計画

心の健康づくりの方針

組織づくりと中長期目標の設定

心の健康づくり計画の作成

実 施

見直し

評 価



5。 4つのメンタルヘルスケアの推進
メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等による

ケア」及び「事業場外資源によるケア」の「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要

です。

事業者は、①心の健康計画の策定、②関係者への事業場の方針の明示、③労働者の相談に応する体

制の整備、④関係者に対する教育研修の機会の提供等、⑤事業場外資源とのネットワーク形成などを

行いましょう。

4つのケア

セルフケア

事業者は労働者に対して、次に示すセルフケアが行えるように支援することが重要です。

また、管理監督者にとつてもセルフケアは重要であり、事業者はセルフケアの対象として管理

監督者も含めましょう。

・ ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解

・ ストレスヘの気づき

・ ストレスヘの対処

ラインによるケア

・ 職場環境等の把握と改善

・ 労働者からの相談対応

・ 職場復帰における支援、など

詳細は、14～17頁をご参照ください。

事業場内産業保健スタッフ等
※によるケア ‐

事業場内産業保健スタッフ等は、セルフケア及びラインによるケアが効果的に実施されるよ

う、労働者及び管理監督者に対する支援を行うとともに、次に示す心の健康づくり計画の実施に

当たり、中心的な役割を担うことになります。

●          0具 体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案

・ 個人の健康情報の取扱い

・ 事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口

・ 職場復帰における支援、など

1    事業場外資源によるケア

|          ・情報提供や助言を受けるなど、サービスの活用

・ ネットワークの形成
。職場復帰における支援、など

※それぞれの事業場内産業保健スタッフ等の役割は以下のとおり。

○産 業 医 等 :専門的立場から対策の実施状況の把握、助言 指導などを行う。また、長時間労働者に対する面接指導の実施やメン

タルヘルスに関する個人の健康情報の保護についても、中心的役割を果たす。

○衛生管理者等 :教育研修の企画・実施、相談体制づくりなどを行う。

○保 健 師 等 :労働者及び管理監督者からの相談対応などを行う。

○心の健康づくり専門スタッフ :教育研修の企画 実施、相談対応などを行う。

○人事労務管理スタッフ :労働時間等の労働条件の改善、労働者の適正な配置に配慮する。

○事業場内メンタルヘルス推進担当者 :産業医等の助言、指導等を得ながら事業場のメンタルヘルスケアの推進の実務を担当する事業場

内メンタルヘルス推進担当者は、衛生管理者等や常勤の保健師等から選任することが望ましい。



6。 メンタルヘルスケアの具体的進わ方
上記 5の 4つのケアが適切に実施されるよう、事業場内の関係者が相互に連携し、以下の取組みを

積極的に推進することが効果的です。

闇

個

曰

碑 ■

Ⅲ

衛生委員会における調査審議

傍働者による)    (― 者によ0   (等 、衛生管理着謝こよる)(事驀騨勅欄震、霧 ■る)

(1)メンタルヘルスケアの教育研修・情報提供 僧 理監督者を含む全ての労働者わ測応).

(2)職場環境等の把握と改善 (メンタル不調の未然防止)          .

(3)メンタルヘルス不調への気づきと対応 (メンタル不調に陥る労働者の早期発見と適切な対応)|

(4)職場復帰における支援

帥

それぞれの取組みの内容は以下のとおりです。

(1)メ ンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供

労働者、管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等に対し、それぞれの職務に応じた教育研修・情

報提供を実施してください。なお、事業場内に教育研修担当者を計画的に養成することも有効です。

【指針 :6-(¬ )】

(2)職場環境等の把握と改善

労働者の心の健康には以下のとおり様々な要因が影響を与えることから、職場環境等を評価して

問題点を把握するとともに、その改善を図つてください。            靡計 :6-(2)】

(労働者による)

図 事業場におけるメンタルベルス体制例

事
業
場
外
資
源管 理 監 督 者

導

談
応

指

相
対

難

艇
一

就業上の
配  慮



′いの健康に影響

・作業環境、作業方法、労働時間、仕事の質と量

・職場内の八ラスメントを含む職場の人間関係

・職場の組織、人事労務管理体制 等

評価と改善

(3)メ ンタルヘルス不調への気づきと対応

メンタルヘルスケアにおいては、ス トレス要因の除去又は軽減などの予防策が重要ですが、万一、

メンタルヘルス不調に陥る労働者が発生した場合に、その早期発見と適切な対応を図ることが必要

です。このため、次の 3項目に関する体制を整備してください。その際には、労働者の個人情報の

保護に十分留意しましょう。 【指針 :6-(3)】

○ 労働者による自発的な相談とセルフチェック

事業場の実態に応じて、労働者の相談に応する体制を整備するとともに、事業場外の相談機関

の活用を図るなど、労働者が自ら相談を受けられるよう必要な環境整備を行いましょう。

また、ストレスに関する調査票や情報端末機器等を活用して、セルフチェックを行うことがで

きる機会を提供することも効果的です。

○ 管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応

管理監督者は、日常的に、労働者からの自発的な相談に対応するよう努めましょう。特に、長

時間労働等により疲労の蓄積が認めらねる労働者などから1ま、話をよく聴き、適切な情報を提供

し、必要に応じ事業場内産業保健スタッフ等や事業場外資源への相談や受診を促しましょう。

事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者と協力して、労働者の気づきを促すよう、保健指

導、健康相談等を行うとともに、必要に応じて事業場外の医療機関への相談や受診を促しましよう。

○ 労働者の家族による気づきや支援 等

労働者の家族に対して、ス トレスやメンタルヘルスケアの基礎知識、事業場のメンタルヘルス

相談窓□などの情報を提供しましょう。
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7。 メンタルヘ∫レス:こ爾する個人情報鋤保護への配慮
メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護に配慮する

ことが極めて重要です。

事業者は、健康情報を含む労働者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び関連す

る指針等を遵守し、労働者の健康情報の適切な取扱いを図ることが重要です。 【指針 :7】

8。 小規模事業場|こなけるメンタ∫レヘJ♭スケアの取組み∽留意事頂
小規模事業場においては、事業者がメンタルヘルスケア実施の表明をし、セルフケア、ラインによ

るケアを申心として、実施可能なところから着実に取組みを進めることが望ましいです。

また、必要な事業場内産業保健スタッフが確保できない場合、衛生推進者または安全衛生推進者を
事業場内メンタルヘルス推進担当者

キ1と
して選任するとともに、地域産業保健センター

*2等
の事業場

外資源
*3の

提供する支援等を積極的に活用することが有効です。 【指針 :8】

…

1__

留 ■

事 業 者
‐

◆

―

者

事業場内メンタルヘルス

推進担当者 ―

事業場外資源

相談実務

管理監督者 労 働 者

*1 詳細は、7頁 事業場内メンタルヘルス推進担当者をこ参照ください。
*2 地域産業保健センターとは

地域産業保健センターでは、医師と契約し保健指導や健康相談などの産業保健サービスを従業員に提供することが十分できない、従
業員 50人未満の事業場に産業保健サービスを無料で提供します。
<主な業務>
健康相談窓口 1健康診断結果の見方、健康づくりのアドバイス、メンタルヘルスケアの進め方などに関する相談に医師等が対応する。
事業場の訪問 :医師や保健師が事業場を訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理指導を行う。作業環境改善のアドバイスも行う。
産業保健情報の提供 :健康情報、健康診断機関などの情報提供。

*3 事業場外資源の例

地域産業保健センター

都道府県産業保健総合支援センター

・健康保険組合 ・労災病院  中央労働災害防止協会
労働者健康保持増進サービス機関

・労働衛生コンサルタント、産業カウンセラー、臨床心理士、精神保健福祉士等
・精神科、心療内科等の医療機関 ・地域保健機関
各種相談機関等  産業医学振興財団
医師会 (日 本医師会及び都道府県医師会)・ 産業医科大学



:労働者が50人以上の事業場は
平成28年 11月 30日 までの間に、1回 目の

:ス トレスチェックを実施|し ましょう !
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*常時 50人以上の労働者を使用する事業者は、 1年以
内ごとに 1回、定期に、左記の

「
心理的な負担の程度を

把握するための検査結果等報告書 (様式第6号の2)』 を
ス トレスチェック ロ面接指導の実施の有無にかかわらず、
所轄労働基準監督署長に提出が必要となります。

*提出時期は、各事業場における事業年度の終了後など、
事業場ごとに設定して差 し支えありません。

*報告様式の産業医の記名押印欄について、産業医の職
務にはス トレスチェックと面接指導に関する事項が含ま
れており、少なくとも報告の内容は産業医にも知つてお
いていただくべきものなので、産業医がス トレスチェッ
クに関与 していなくても報告内容を確認の上で産業医欄
に記名押印していただきたいと思います。

*こ の様式は、厚生労働省ホームページ「安全衛生関係
主要様式」に掲載 しています。

*ス トレスチェック制度に関する簡単導入・実施マニュ
アル、規程、Q&A、 助成金等の参考資料は、北海道労
働局ホームページに掲載しています (ホーム画面下のスト
レスチェック制度 (バナー)をクリックしてください。)。



ス トレスチェック制度関係Q&A
Qlストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間について、賃金を支払う必要があ
りますか。また、その費用は、事業者が負担すべきものでしょうか。

A賃 金の支払いについては労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康の確保
は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を支払うことが望ましいで
す (一般健診と同じ扱い)。 また、ストレスチェック及び面接指導の費用については、法で事業
者にストレスチェック及び面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担す
べきものです。

Q2ス トレスチェック制度に関する社内規程は、どのような形式で定めればよいでしょうか。
就業規則に該当するのでしょうか。

Aストレスチェック制度に関する内部規程については、特に形式を問いませんので、何らか
の形で、文書化していただければ問題ありません。なお、同規程が就業規則の一部に含ま
れる場合には労働基準監督署への届出が必要となります。

Q3高 ストレス者の選定基準については、事業場内で同一のものを使用すべきなのでしょう
か、それとも例えば事務職と技能職といつたような職種毎に基準を設定してもかまわないの
でしょうか。

A高ストレス者の選定基準を、例えば職種毎に設定することは差し支えありません。ただし、
選定基準については、事業場の衛生委員会等で調査審議した上で決定する必要があります。

Q4受検率が低い場合、これを理由として労働基準監督署から指導されるといったことがあ
るのでしょうか。

A労働基準監督署への報告は、ストレスチェック制度の実施状況を把握するためのもので
あり、ストレスチェックの受検率が低いことをもって指導することは考えていません。

Q5ストレスチェック結果については、全労働者の結果を事業者へ情報開示しないというこ
とを事業場で取り決めてもよいのでしょうか。

A事業場の衛生委員会等で調査審議を行つた上で、事業者は個々人のストレスチェック結
果を把握しないこととすることは可能です。この場合は労働者の同意を得る手続きは省略す
ることができます。

Q6事 業場の規程として、数値基準により高ストレスと判定された者については、全員面接
指導の対象者とすると決めていたとすれば、システムでストレスチェックを実施し、その結果
が高ストレス者に該当するかどうか、面接指導の対象者かどうかを瞬時に出力し、それをも
つて結果の通知まで終了したとすることは可能でしょうか。

A高ストレス者の判定は自動的に行つてもよいですが、面接指導が必要かどうかは、実施
者が確認口判断しない限り、ストレスチェックを実施したことにはなりません。

したがつて、例えば、高ストレス者と判定された者を、実施者の確認・判断を経ることなく、
面接指導の対象者として決定し、本人に通知するといったルールを定めたり、そうした処理
を自動的に行うプログラムを用いてストレスチェラクを実施することは不適当です。

Q7産 業医が実施者としてストレスチェックを実施し、医師による面接指導が必要と判断し
た労働者が、面接指導を希望せず、事業者へのストレスチェック結果の通知にも同意しな
い場合に、産業医から通常の産業保健活動の一環として実施する面談を受けるよう強く勧
奨してもよいのでしょうか。

A面 接指導を希望しない労働者についても、通常の産業保健活動の中で相談対応が行わ
れることは望ましいことですので、実施者である産業医から、通常の産業保健活動の一環と
して実施する面談を受けるよう勧奨することは問題ありません。このようなストレスチェック後
の対応方法については、必要に応じて衛生委員会等において調査審議を行つて、社内ルー
ルを決めていただくようお願いします。



製麗滋
臨 鶴 機の最ルツケ

「

醸
ストかス緩轟ックを

行憔理由。
ストレステェックtll度 1よ 、従業員が自身の

ストレス状態を知ってメンタルヘルス不調を

未然に防ぐだけでなく、職場環境の改善や、

人材喪失が招く経営上のリスク回避にも

つながります
=

従業員50人未満の事業場なら、

勤成金を受けることができます
=

助成金を活用して、働きやすい職場づくりに

取り組みませんか
=

従 業 員数 50人 未 満 の事 業場 (労 働 保 険適 用 事業 場 )が 、医師・保健 師 などによるストレス

チェックを実施 し、また、医師 によるストレスチェック後 の面接指導などを実施 した場合 、事業主
が費用の助成 を受 けることができます。
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,ス トレスチェック 〔年 1翻 )壱 行 つた蟻 含
1従 業員 につき500円 を上 限として、その実費額を支給 .

:ス トレスチェック後鍛面接指導などわ産難轟溝動猛受け亀蟻含
産業 医活動 1回 につき21,500円 を上 限として、その実費額を支給 。

(支 給対象となる産業鍾活動 は、1事 業場 につき年3回 が限度です。)

【支総対象となる産業医活動の例】
・ストレスチェックの実施について勤言すること    ・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
,ス トレスチェックの結果について、集団分析を行うこと 。面接指導の結果について、事業主に意見陳述すること など

なお、労働保険の適用事業場である支店、営業所等で従業員数が常時50人未満である場合も支総対象の事業場とな
'プ

ます。

♪ストレスチェック助成金かのお問い含せは

独立行政法人労働者健康安全機構濶

選甕.057●‐ア83046
ナビ貿 ヤルt



l鑢鐘量劣量攀鐘灌燿‡かん寵ん3ス伊ップげ
く平成28年> く平携載29年>

理筆鐘礁慶砕
ストレス
チ五ック!

犠労働者健康安全機構へ、
「ストレスチェック助成金事業登録届Jなどの必要書類を提出

彙ただし、轟出期間中でも助成金支給申謗の受付を終
‐
Fすることがあります。

I届出期間:平成28年 11月30B章で,………″
了

~・

   了下
~了

●ストレスチェックの実施について審議(産業医からの助言、労使での審議、従業員への説明・情報提供など)

●ストレスチェックの実施、従業員への結果の通知
●ストレスが高しヽ人に対し、産業医による画接指導などの実施

饉 録居受付遷知議の受取後3か潟以内に1

―

'串・・・・・ 1・´
'‐

■
=´

争労働者健康安全機構へ、助成金支給申請書 (ストレスチェック実施者と産業医の確認が必要)を提出
(ストレスチェック実施者と産業医への費用の支払いを証明する書類を添付)

秦ただし、届出期鶴中でも勝威金支総申驚の受付を終了することがあります。

I霊轟扇受付逸知書奪受取後3か露蹴肉:こ (申購期間:平成29年電月3毒 日まで)I

産業保健・賃金援護部 産業保健業務指導課

〒211-0021神奈川県川崎市中原区本月住吉町1番 1号 事務管理棟

多 嚇

ナビタイ●Jbi

労働者健康安全機構 伽β

lストレスチェック助成金 □

0570‐783046鶏』難が
昔  ヤ  ミ  ワ  シ  麹中

http:ノ/www.johas.go.Jp/
※各種様式は、ホームページからダウンロードしてご利用ください。

ストレスチェックについての詳細や、実施プログラム(無料 )、 各種マニユアル等は
こちらのWEBサイトをご覧ください。

れttp://kokoro.mhtw.go.jP/にころの耳 □
2808

「通なる勢職^』


